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医療との連携等について



ν二●総職ｅ■慄出



特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携
によるケアの在り方に関する検討について (経緯)

○ 「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に
関する検討会」において検討(2/12・ 第1回、6/10・ 第2回 )。

○ 第2回検討会において、特養の医療行為のうち、行為の危険性や夜間実施の頻度等
を考慮して、
① 口腔内の吸引
② 胃ろうによる経管栄養
について、看護職員と介護職員の役割分担等を整理した上で、具体的なモデル事業
を実施することとされた。

○ 「特別養護老人ホTムにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に
関するモデル事業」を、以下の形で実施。

① 各特養の指導看護師に対して研修を実施 (平成21年9月 1日・2日 実施)

② 各特養において、看護師の指導・連携の下で介護職員が口腔内の吸引・胃ろうに
よる経管栄養を実施  (～平成21年 12月 )

③ その結果を評価・分析 (平成22年 1月・2月 )

※ モデル事業は、平成21年度老人保健健康推進事業により、(株 )日 本能率協会総合研究所が、委員会(委員

長 :太田秀樹 医療法人アスムス理事長)において、カリキュラムの検討や事業結果の検証等を実施。   2



特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の

連携によるケアの在り方に関するモデル事業の概要

0指導看護師は、特別養護老人ホームでの勤務経験が通算概ね5年以上の常勤の看護師

・連携によるケアを試行する介護職員は、施設長、配置医等と相談の上、特定する

・連携によるケアの対象となる入所者に、施設長が説明と同意 (文書)を得る

・指導看護師養成研修  東京で講師が指導看護師へ12時間 (2日 間)研修

・施設内研修      各施設で指導看護師が介護職員へ14時間研修

・連携によるケアの試行  日腔内吸引(咽頭の手前 )

(平成21年 9月 ～12月 )胃 ろうによる経管栄養 (チューブ接続 E栄養剤の注入は看護職)

。調査票 (日 誌、プロセス評価、質問票、ヒヤリハット等・アクシデント報告 )

・ 他施設訪間 (実技評価ヨヒヤリング)

・ 意見交換会(52施設のみ )



特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の
連携によるケアの在り方に関するモデル事業の結果

。ヒヤリハット・アクシデント発生の報告において、救命救急等の事例はない
ヒヤリハット発生267件 (口 腔内吸引124件・胃ろうによる経管栄養143件 )

アクシデント発生 7件  (口腔内吸引 1件ヨ胃ろうによる経管栄養 6件 )

・ ヒヤリハット・アクシデント発生の報告あり45施設 (36%)、 報告なし80施設

(64%)                (報 告なしの施設が多数を占めているのは、
報告基準を各施設に任せたためと考えられる)
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全国125施設 (41都道府県 )

連携によるケアを試行した介護職員は、1施設当たり平均3.5人
(介護福祉士資格取得者…・87%・通算経験年数5年以上…・66.5%)

口腔内吸引および胃ろうによる経管栄養が「介護職員が独りでできる」の評価は、
研修後2ヶ月が80%以上、研修後3ヶ月が90%以上と、月日の経過とともに向上
(介護職員の自己評価・看護職員の他者評価ともに)



特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの実施に
つ い

tおいて、医療の処置が必要な入所者が増加している中で、たんの吸引等が必要になつても、引き

続き同じ施設で生活を続けられ、又はそれを理由に入所を拒まれないようにする必要。
○ たんの吸引等は、本来医師・看護職員のみが行える医行為であるが、看護職員を必要数配置すること
が

困難であることに鑑み、医師口看護職員との連携の下で介護職員が行うことを言髪舅曖エ

⇒ 「違法性阻却」による実施
○モデル事業による検証
・平成21年 9月 ～12月
・全国125施設で実施

モデル事業のように一律の要件 (概ね5
年以上の施設経験 )を課した指導看護師
を義務づけないが、同様の経験があるこ

とが望ましい。

■

‥ ・口・①口腔内のたんの吸引(咽頭の手前まで)

②胃ろうによる経管栄養(チューブ接続等は看護職員)

2.実施要件

連携・協働

⊃入所者について、1)看護職員と連携して介護
職員が実施できるか、2)実施する介護職員に
ついて、看護職員との連携の下、配置医が承認

②定期的な状態確認等、一定の行為は医師ロ

看護職員が実施

医行為の水準の確保

看護職員・介護職員に対する研修の実施

モデル事業のような定数的・―律の要件 (指導
看護師に対する12時間の研修・介護職員に対

する14時間の施設内研修)はないが、原則とし

て同等の研修実施が必要。

体常1整備等 入所者本人・家族の同意

①安全1生確保のための施設内委員会の開催
②記録・マニュアルの整備
③緊急時対応の手順の確認・訓練の実施 等

施設長が施設の実施体制を説明した上で、介

護職員が実施することについて書面による本
人・家族の同意



特別養護老人ホニムにおける看護職員と介護職員との連携による医療的ケア

(モデル事業による実施)

①口腔内たんの吸引 (咽頭の手前まで)

②胃ろうによる経管栄養 (チューブ接続等は看護職員)

たんの吸引 胃ろうによる

経管栄養

口腔内の

たんの吸引
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チニム医療の推進に関する検討会報告書(幸成22年 3月 10日 )

(抜粋)

○ 地域における医療口介護等の連携に基づくケアの提供 (地

域包括ケア)を実現し、看護師の負担軽減を図るとともに、患

者・家族のサービス向上を推進する観点から、介護職員と看

護職員の役割分担と連携をよリー層進めていく必要がある。

○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為 (たんの吸

引や経管栄養等)の具体的な実施方策について、別途早急に

検討すべきである。
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地 域 包 括 ケア研 究 会 報 告 書 (平成21年度老人保健健康増進等事業)

(抜粋)

○ まずは、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職
員の連携によるケアの在り方に関する検討会」における検討
を踏まえて、看護職員と連携しながら特別養護老人ホームに
おいて介護職員が口腔内吸引等を実施できるようにする。

○ 教育課程の充実など、介護についての国家資格を有する

介護福祉士が要介護者に対する基礎的な医療ケアを実施す
るとした場合の条件について検討していくべきである。
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〇

Ｖ二●〓Ｃ＞〓塁持口（撫熱）



(参考)日本版NVQについて
〉( ‖VQ (Hational Vocational Qualification)

1を基未島暑ぇ方 >「肩書社会」から「キャリア社会」ヘ

|:新たな成長分野をはじめとして実践的な職業能力育成(キャリアロアップ)が急務と
‐
なうている一方で、若者や非正規労働者など能力育成の機会に恵まれない人々の増
大や、企業の人材育成機能の低下が指摘されている。

●このため、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、新たな経済成長を支える「人づく
りJを推進する観点から、職業能力評価と教育・能力開発を結び付け―層の体系化を
図うた上で、一企業内にとどまらず社会全体で実践的なキャリア・アップを図る戦略プ
ロジェクトを推進する。

鳴羹栗辮籠ま了講努営奪譜れる崩総理違0指示に基0ま緊議
各推進チ■ム1による1実践キキリア:シ,プ



<主な取組>   |  |    ‐

1.「実践キャリアロアップ制度」の導入・普及

(1)「5か年目標」の策定    ‐

新たな成長分野や「人づくり」の効果が高い分野などを中心に、実践的力育成田評
価を推進する「実践キやリア・アップ制度」の導入口普及の「5か年目標」を策定する。

<「5か年目標」の骨子>
① 戦略分野の選定
・ 5年間で制度導入を想定している分野を選定

※想定している分野
・新成長分野=「介腱J「保育」「農林水産」「環境・エネルギー」「観光」など
・「人づくり」の効果や、外部労働市場における活用可能性が高い分野=一般事務、医療・貿易事務、

ホスピタリテイ・サTビス等

②
・実践的な職業能力を明確化し、教育"能力開発と結び付け、能力を客
観的に評価する『キャリア段位』制度を導入
・産官学労で議論し、制度の基本方針をまとめる。

・ 詢 回 副 臓 菫 婆 壺 当 圭 ≦ Ж 量 よ ニ ジ 嵐 ジ L力

=辻

週 迦 度 由 崚 弱 撮 査 型 凶 戯 議 動 雌 左 副 閣 ユ J餞 盤 k月 脳 慎 カ リ 盛

=夏

λ ム 血 建 れ 2

口教育・能力開発の成果、資格、職歴等を記載し、職業能力を証明するツールとして、ジョブ・カード
の利用促進を図る。

・―企業にとどまらない制度とするためには、業界団体、教育機関などの連携・協力が不可欠。

(以下、省略)
４
‥

「
ｌ



`参

考)

在宅介護業の職業能力評価基準について
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(参考)在宅介護業の職業能力評価基準

(平成19年 3月 28日 厚生労働省職業能力開発局能力評価課 報道発表資料より抜粋)

能力評価基準の策定までの経緯

(1)在宅介護業については、有限責任中間法人日本在宅介護協会(会長・寺田明彦)

との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・是枝祥子:大妻女子大学
人間関係学部人間福祉学科教授)を設置し、検討を行つた。

(2)同委員会は、在宅介護業の職種の区分を5職種とし、能力評価基準の策定を
行うた(次ページ図参照)。

具体的にはt①本部において、介護サービスの開発、全体運営、管理等を行う
「介護サービス事業管理(本部)」 、②各事業所においてt人材、介護サービスの品

質、物(施設・設備・物品等)、 売上・利益管理等、事業の運営・管理を行う「介護
サTビス事業管理(事業所)」 、③訪間介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅

を訪問して、食事・入浴・排泄等の身体介護、洗濯・掃除・調理等の生活援助を行う
「訪間介護サービス」、④デイサービスセンター(日 帰り介護施設)等において、食

事・入浴等の介護サービス、機能訓練やレクリエーシヨン等を行う「通所介護サービ

ス」、⑤浴槽を積んだ入浴車が、利用者の居宅を訪問して入浴の介護を行う「訪聞
入浴サービス」の5職種について能力評価基準の策定を行つた。

(3)在宅介護業では、その担い手となる人材の確保やサービスの質的向上が喫緊の

課題となつており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会
の報告書が取りまとめられた。
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図.在宅介議業の能力評価基準の全体構成
【

E職
共  通  能

希重] [ヨ円出

職

務 ]

務  共  通

[育ヒラb EL=二 →′卜]

【    選   択   能    りり    】

[能 カ ユ ニ ット〕[職  務 ][職   種 ] ~~墓
χAT∫訴

~E墓
藁革暮≧

ス企画̈開発介 護 サ ー ビ ス

事 業 管 理 (本 部 )事 業 管 理 (本 部 )  事 業 管 理 (本 部 )

介 護 サ ー ビ ス  
ー

介 護 サ ー ビ ス ‐

事 業 管 理 (事 業 所 )  事 業 管 理 (事 業 所 )

[育ヒ,b言平11田 瑾書峯諄]

利 用 者 の 日 常 的 な 状 態 の 把 握 とケ ア
の 品 質 管 理

要 員 管 理

ス ケ ジ ュ ー ル 管 理

訪 間 介 護 サ ー ビ ス
ー

_訪 問 介 護 サ ー ビ ス

育 成

通 所 介 護 サ ー ビ ス __通 所 介 護 サ ー ビ ス

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス
ー ー

‐言方

「

入 浴 サ ー ビ ス

下

讐 曇      #の

準 備

     ・

腑 ヒカ 言平イ面基 準 ]

能 力 評 価 基 準

「
v́l=`っ ぃ ¬〔
～ して い る 」

能 力 評 価 基 準

「 ～ :こ っ ぃ て
～ して い る 」

育ヒカ 評 価 基 準

「 ～ に つ い て
～ して い る 」
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在宅介護業のレベル区分の目安

より具体的||イ一い
髪
一

一分
一・．ル
一

一区
一一・一べ
一

一鮮

・・・一議

一

一０
，

レ ベ ル 区 分
事 業 所 本 部

専 F司 職 (ケア ス タッフ ) 介 護 サ ー ビス 事 業 管 理

レ バミル 4

<ス・一―ノ‐ ―バ ′rザーー〕>
ケ ア ス タッフの 教 育・指 導 専 門
職 として 、ケ ア の ス ー パ ー バ

イズ 、同 行 訪 間 に よ るス キ ル
指 導 や O」T、 研 修 講 師 、カウ
ンセ 1リ ン グ 等 を 行 う

複 数 サ ー ビス 、ま た は 複 数 事
業 所 の 責 任 者 として 、全 体 の
運 営 方 針 お よび 目標 の 設 定
を 行 い 、そ の 実 現 に 向 け て 、
統 括 す る

大 規 模 の グ ル ー フ や チ ー ム

の 責 任 者 として 、広 範 か つ 統
合 的 な 判 断 お よび 意 思 決 定 を
行 い 、企 業 利 益 を先 導 “創 造
す る業 務 を遂 行 す る

レ バリレ3

<上 緻 >
幅 広 い 実 務 矢口識 と経 験 を 有
し 、難 易 度 が 極 め て 高 い ケ ー
ス に も 対 応 す る

他 者 の 模 範 とな り、新 人 や 後
輩 を指 導 す る
緊 急 時 の 対 応 を 適 切 に 行 う

単 一 サ ー ビ ス の 管 理 者 とし

て 、運 営 方 針 お よ び 目 標 の 設
定 を 行 い 、そ の 実 現 に 向 け て

業 務 全 体 を 統 括 す る

中 規 模 の グ ル ー プ や チ ー ム

の 責 任 者 として 、上 位 方 針 を
踏 ま え て 、管 理 運 営 、計 画 作
成 、業 務 遂 行 、問 題 解 決 等 を
行 い 、企 業 利 益 を 創 出 す る 業
務 を 遂 行 す る

レ バこル 2

<中 級 >
・ 基 礎 的 な 実 務 知 識 、技 能 を 応

用 し、比 較 的 難 易 度 の 高 い

ケ ー ス に も対 応 す る
・ 決 め られ た 内 容 の サ ー ビス

を 、手 際 良 く効 率 的 に 実 施 す
る

・ 利 用 者 の 二 ― ズ や 、状 況 の 変
化 に 適 切 に 対 応 す る

手 栗 所 :こお :する′J瑚模 ク
ル ー プ や チ ー ム の リー ダ ー と
して 、管 理 者 を補 佐 し、サ ー ビ
ス の 品 質 管 理 、ス タッフの 指
導 、業 務 の 企 画・立 案 、業 務
改 善 等 を 行 う

小 規 模 の グ ル ー プ や テ ー ム
の 中 心 メン バ ー として 、創 意
工 夫 を 凝 らし、自 主 的 な 判
断 、改 善 、提 案 を 行 い な が ら 、
業 務 を 遂 行 す る

レ バリレ1

<初 緻 >
基 礎 的 な 実 務 知 識 、技 能 を 有

し、比 較 的 難 易 度 の 高 くな い

ケ ー ス を 担 当 す る

決 め られ た 内 容 の サ ー ビス
を、決 め られ た 手 順 で実 施 す
る

実 務 担 当 者 として 、上 雇珂の 指
示・助 言 を 受 け な が ら、担 当
す る 標 準 的 な 業 務 を 、確 実 に

遂 行 す る
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在宅介護業の能力評価基準の例
轟一カ一能一・一・・・・

一一・一一
．一‐・‘́
一一一

訪問介護サービスの実施 (食事介助 )

利用者の食事を援助することにより、利用者の快適な食生活を支えるとともに、自立支援を行うこと
力`できる能力

能 力細 目 職 務遂 行のための基準

Э食事の準備

○衛 生面 に気をつけて、手洗い、うがい、身支度を確実 に行つている。

○その 日の利用者 の 身体状況 (体調 、食欲 、口腔 内の状況、義歯 の有 無等 )を確認 している。

○料理を確認 し、利用者が食 べやすい状態にしている。
(ex料理を温める。用意 されている料理 の内 容 、回さ、調理 形態 、大きさ、骨の有 無等の確認 をする等 )

○必要な食器 、自助具 、タオル、エプロン、水 分補 給 の道具等 について、清潔を確認 した上で確 実 に用意 している。

○利用者 の身体状 況に合わ せて、食べやすいように食器をセッティングしている。

○食事をする場所 へ 利用者を移 動させ 、利用者 が食 べ やすく安全・安楽な姿 勢にしている。
(exベッドを丁度 良い高さにギャッジアップする。クッションを使 う等 )

の食事介助

○用意 された料 理 を利用者 に説 明 したり、声か けをする等 、食事 をとる楽しい雰囲 気づくりを心掛 けている。利用者 の食べたい順 番 や好み等 、
声 かけ。確 認しながら、食事介 助を行つている。

○食事介 助に関する基礎 知識を有 し、比較 的 自力で食事をとることができる利用者 に対して、利用者の廉下・咀喘 状態やペースに合わせて、
安全 に食事 介助 を行つている。食事の間 、水分 摂取を適 宜促 している。

○なるべく自力での食事 を促す。必要 に応じて、日元まで食べ物 を運 んだり、食 べ物を食べやすい状態にする等の援助を適切 に行 つている。

○常 に利用者 の体 調 変化 、廉 下・咀 nRの状況を確 認 し、利用者 の安全 に気をつけている。

Э食後の介助

○食事 後 のケア (ex利用者 の 口や手をら、く。歯磨き・うがい等 )を適切 に行っている。

○食後 しばらくは 、利用者 に安全・安楽な姿勢で休 憩してもらつている(消化しやすい姿勢を保つよう気をつけている)。

○利用者 の摂取 した食事・水分 の量を確認し、正確 に記録 している。

○残った食事を片づけるとともに、使 用した食器 や物 品等を元の場 所に確実に片づけている。片づけの際 は、残った食事の保存 または廃棄 、
片づける場所等 を利用者 に確 認 した上で、適切 に行つている。

●必要 な知識
1 介護保険法の知識
・介護保険の範囲内で行えるサービス、制約
2ケ アマネジメントに関する知識
・ケアマネジメントのしくみ、機関とその役割
・アセスメントとケアプラン
・訪問介設計画、手順書の役割
・職種間の連携
・フォーマル、インフォーマルサービス

サービスプロセス

介護職の倫理と職務
初回訪間の際に確認すべき事項についての知識

6サ ービス実施 の

・生 活援助の基礎 知識 、技術
。身体 介護 の基礎 知識 、技術

7モ ニタリングの意 義   ・

8サ ービス担 当者 会議 やケアカンファレンスの意義

9_観察 、記録

10ソーシヤル ワークに関する知識

11障 害 と疾病 に関する基礎 知識

12認 知症 についての基礎知識

13生 活支援の理念
・QOL、 自立 支援 、介護予防

３

４

５
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(参考)クオリティ・インデイケーターについて
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(参考)クオリティ・インデイケーターについて
～福丼次矢民 (聖路力1国際病院院長)資料より

○ 医療の質は“標準医療 "への準拠の程度によって示される。
±
1

※標準医療.‥ 例えば、心筋梗塞の患者に血栓形成の再発を予防するためのアスピリン投与を行つたかどう
かのように、特定の臨床場面でこれこれの治療を行えば健康アウトカムが最良になるとされる
エビデンスに基づく医療。・2

0クオリティ・インディケーターは、標準医療が実践されている度合いを数値で示したもの+3。

医療施設全体ノ医師個人の診療実態(パフォーマンス)を明示する。±4
0①ベンチマーキングにより自分自身の位置を知る、②エビデンス・プラクティス・ギャップの

測定により、診療プロセス改善への動機づける、ことがその意義とされる。±5
※エビデンスロプラクティス・ギャップ.… e宙dence practice gapエ ビデンスに基づいた望ましい診療と実際に

行われている診療の格差。・6

医療の質を評価す

る 3つの側面 *7

現在のところ、医療の質を矢□るためには、プロセスの評価が
もっとも望ましいと考えられている。*8

資料は福井次矢氏(聖路加国際病院院長)の作成、監修による下記資料から引用し、作成。
資料1.… 福井次矢監修「Qual性y indたator 2009～ 医療の質を改善する 聖路加国際病院の先端的取り組み」

ナ√‰∫旱船
矢覇F電|IT鰐亀『「醤撃晴電訂管記倉鍵襲項ダ宅台讐黒ツ号等星彗戦ギ

ト
町1幡顧Ψツ

H20sympo″嗽血pdf4

療施設の構
ストラクチヤー :

施設、医療機器、

医療スタッフの種

医療の過程
プロセス :

実際に行われ
た診療や看護

医療の結果
アウトカム :

受けた診療や

看護の結果と

しての患者の



タオリティ0インデイケーターを活用した改善の取り組み例
～聖路加国際病院HPよ り

入院懸警での転閣・転懲発生率
僣出臓 ‰ ′いミ|め
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分子:入院申の転餞・職扇件数

分母1夜朧患者饉べ数

2004年  2005年  2006年  2007毎

0転倒口転落研究会を設置
0転倒・転落事例の分析

・転倒・転落発生場面、転倒・転落リスク
アセスメントの実施状況の把握
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・手すりの設置、床の段差解消

・新たな転倒・転落アセスメントシートの
運用開始
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(参考)日本版CSIに ついて
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(参考)日本版CSIについて
XCS I (Gustomer Sat i sf act ion Index)

:纏摯醸戴蛾 寧笹

■日本版CSIの特徴
1=「全業界共通の質問」による評価・指標化により業界横断的な比較・分析が

可能
2.消費者の購買行動に共通する心の動きをモデル化し、なぜ満足/不満足と

なつたかの「原因Jと t満足/不満足がどのような影響をもたらすかの「結果」
についても指数化し、それらの因果関係を明らかにする。

3.顧客満足に関する多面的な評価データの提供により、個別の業界や企業の

具体的な経営改善への活用を期待。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■口

=21(出典)日 本サービス産業生産性協議会ホームページをもとに作成



■JCSIで指数化する6つの項目
①顧客期待.“ サービスを利用する際に、利用者が事前に持つている印象や期待・予想
②知覚品質.… 実際にサービスを利用した際に感じる、品質への評価
③知覚価値.“ 受けたサービスの品質と価格とを対比して、利用者が感じる納得感、コストパフォー

マンス

④顧客満足.… 利用して感じた満足の度合い
⑤クチコミ。…利用したサービスの内容について、肯定的に人に伝えるかどうか
⑥ロイヤルティ."今後もそのサービスを使い続けたいか、もつと頻繁に使いたいかなどの利用意向
これらを共通の質問項目(21項 目)、 業界個別の質問項目(約70問 )等で調査、数値化。

‐
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(出 典)日 本サービス産業生産性協議会ホームページをもとに作成



第3回 (6月 28日 )今後の介護人材養成の在り方に関する検討会
資料 I

|

修会 (年 1回 )

/＼

管理者 0医師研修会

年2回 )

―ス共に

修 1各種研 ヽ
日

)

中堅職層研修会

職員基礎研修会
老

に

・認知症短期集中リハ研修 (医師対象)

(年 2回 )

・医師研修会 (年 1回 )

・管理者 (職)研修会 (年 1回 )

・老健医療研究会 (年 1回 )等々

老健勤務年数5年以上

(年4回 )

ヽ

―

＞

―

ノ

壼健勤務年数2年未満
年4回 )

全老健 平成21年度 研修事業等実績
・認知症高齢者ケア研修会 (年 1回 )

・リハビリテーション研修会 (年 1回 )

・通所リハビリテーション研修会 (年 1回 )

・施設内感染症防止対策指導者養成研修
・看護職員研修会 (年 1回 )

・ケアマネジメント実践講座 (年 1回 )

・リスクマネジャー養成講座 (年 4回 )

・介護老人保健施設安全推進セミナー (奪

・実地研修 (全国92カ所 :Aコース・Bコー

実施している施設あり)

・平成21年介護報酬改定

『リハピリテーション研修会』(1回 )

・平成21年度介護報酬改定セミナー(1回

全国大会 (新潟 )

・高齢者ケアプラン策定実践講座 (年 1回 )

・摂食・瞭下・栄養 (年 1回 )

・リハビリテーション(年 1回 )

・現場での認知症ケア(年 1回 )

瘍 蝦全国老人保健施設協会



金老健の主な研修会の受講者数
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,000名

,000€

,000名

,000名

,000名

0名

年間
4,657名

年間
4,984名

年間     年間
4,911名     4,832名

年間

4,182名

年間
4,578名

介護職
2,348名

介護職
2,255名

介護職

2,163名
介護職
1,985名

介護職
1,869名

介護職
1,553名

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

研修会回数 28回 27[ヨ 251ヨ
回ｒ

υ
う
こ 21回 23[ヨ

受講者 4,657名 4,984名 4,911名 4,832名 4,182名 4,578名

うち介護職 2,255名 1,985名 1,869名 2,348名 2,163名 1,553名

饂 聟全国老人保健施設協会
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|

|

|

|
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全老健全国大会の参加者数と発表演題数

6,000

5,000

4,000

31000

2,000

1,000

0

監 鷺参加人数

-2-発表演題数

第12回

東京大会

(平成13年度)

5,200

1,100

第13回

福岡大会

(平成14年度)

5,000

1,074

第14回

北海道大会

(平成15年度)

5,200

1,018

第15回

香川大会

(平成16年度)

4,500

11097

麟 燿参加人数

第16回

神奈川大会

(平成17年度)

5i600

1,265

第17回

熊本大会

(平成18年度)

41800

11084

第18回

愛知大会

(平成19年度)

5,000

1,134

第19回

京都大会

(平成20年度)

5i623

1,291

第20回

新潟大会

(平成21年度)

4,875

1,168

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

電勒 聟全国老人保健施設協会

暴■発表演題数



年間約30本.合計1万人以上 (全国大会含む)が参加
全老健 研修事業実績 (平成20年度)等

研修会名 回数等 参加者数 定員 参加率

全
国
大
会

第19回全国介護老人保健施設大会 京都 年1回 5,623 5,500 102.2ツ

第19回全国介護老人保健施設大会 京者「 研修会 年1回 4研修会 829 838 98.9%

基
幹
研
修

職員基礎研修会 年41●Il 854 1,000 85.4ツ

中堅職員研修会 年4回 55C 600 91.7秋

実地研修 (A・ Bコース) 87施設 158回 739 1,091 67.7ツ

管理者 (職 )研修会 年 1回 256 300 85.3ツ

資
格
研
修

認知症ケア研修会(医師対象 ) 年1回 218 300 727%

介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座 1.Ⅱ 期 (各年2回 ) 499 400 124.8%

上
記
以
外
　
研
修
事
業

リハビリテーション研修会 年 1回 199 150 132.7%

施設内感染症防止対策指導者養成研修会 年1回 173 200 865%

認知症高齢者ケア研修会 年 1回 125 150 83.3%

看護職員研修会 年1回 123 150 820繁

医師研修会 年1回 93 150 620γ

ケアマネジメント実践講座 年 1回 53 150 35.3%

介護老人保健施設安全推進セミナー 年2回 40C 450 88.99

通所リハビリテーション研修会(平成21年度新規事業) 年1回 150(予定 )

合計 28[ヨ 10,734 11,429 93.9%

隋 鯛全国老人保健施設協会



平成22年度研修事業一覧

研修会名 対象者 FTH催 日 開催地 定 員 受講料 (税込 )

職員基礎研修会 1老健実務経験2年未満の会員施設
職員2｀贅助会員

6月 28日 (月 )～ 29日 (火 )

7月 29日 (木 )～ 30日 (金 )

9月 30日 (木 )～ 10月 1日 (金 )

H23年 1月 27日 (木 )～ 28日 (金 )

宮城県

千葉県

福岡県

大阪府

200名

250名

200名

250名

10500円

中堅職員研修会 老健実務経験5年程度の会員施設職
員

6月 28日 (月 )～ 29日 (火 )

7月 29日 (木 )～30日 (金 )

9月 30日 (本 )～ 10月 1日 (金 )

H23年 1月 27日 (本 )～28日 (金 )

富城県

千葉県

福岡県

大阪府

150名

150名

150名

150名

21000円

ケアマネジメント実践講座 会員施設職員 贈:3
|
H23年 1月 28日 (金 )

宮城県

千葉県

福岡県

大阪府

100名

:00名

100名

100名

10500円

実地研修

Aコース(基礎実技修得コース)

老健勤務1年以上の会員施設職員
Bコ ース(専 門実技修得コース)

老健勤務2年 以上の会員施設職員

別紙参照

コヽース :

全国48指 定施設
3コ ース :

全国51指 定施設

ス

ス

一
　

一

コ

コ

9,450円

3.:50円 /日

管理者 (職 )研修会 老健の管理者 (職 )・ 開設予定者 10月 13日 (水 )～ 14日 (木 ) 東京都 200名 21000円

ケアマネジメント実践講座 会員施設職員 6月 8日 (火 )～ 9日

`水

) 大阪府 150名 21000円

リハピリテーション研修会 会員施設職員 H23年 2月 10日 (本 )～ ,1日 (金 ) 東京都 150名 21000円

通所リハビリテーション研修会 会員施設職員
7月 19日 (月

8月 22日 (日

大阪府

東京都

200名

200名
10500円

医師 研修 会 会員施設に勤務する医師 H23年 1月 20日 (木 )～ 21日 (金 ) 東京都 150名 31500円

認知症ケア研修会
認知症短期集中リハビリテーション研
鰺 (医 師対象 )

老健に勤務する医師
5月 8日 (土 )

5月 15日 (土 :

東京都

大阪府

150名

150名

会員施設
12600円

非会員
21000円

認知 症 高 齢 者 ケア研 修 会 会員施設職員 H23年 3月 17日 (木 )～ 18日

`金

) 東京都 :50名 21000円

看護職員研修会 会員施設に動務する看護職員 H23年 2月 21日 (月 )～ 22日 (火 ) 大阪府 150名 21000円

施設内感染症防止対策指導者養成研
修会

会員施設職員 東京都 200名 21.000円

介護老人保健施設安全推進セミナー
(基礎研修)

実務経験2年未満の会員施設聴員お
よび正・準会員

5月 28日 (`=) 東京都 300名 8400円

介護老人保健施設安全推進セミナー
(ひ やり。はっと分析及び苦情対応入Fl)

実務経験5年 以上の会員施設職員お
よび正・準全員

9月 2日 (木 )～ 3日 (金 ) 東京都 150名 18900円

介護老人保健施設リスクマネジャー養
成講座

会員の推薦を受けた者
※全課程修了者は全老健リスクマネ
ジャー試験受験資格が与えられます

く東日本会場>
I期 :

ll月 1フ 日(水 )～ :9日 (金 )

Ⅱ期 :

H23年 2月 23日 (水 )～ 25日 (金 )

く西日本会場>
I期 :

11月 24日 (水 )～ 26日 (金 )

Ⅱ期 :

H23年 3月 2日 (水 )～ 4日 (金 )

東京都

大阪病

1会 場′100名
68000F号

(I期 'Ⅱ 期の合計 )

介護老人保健施設経営セミナー 介護老人保健施設経営者、従事者
〕月17日 (金

)月 30日 (木

東京都

大阪府

■独立行政法人福祉医療機構の定めると
ころとする

岡
山
大
会
研
修

新全老健版ケアマネジメント方
式～R4システム～

摂食・療下・栄養

リハビリテーション

現場での認知症ケア

会員施設職員 ‖ 月 10日 (フk) 岡山県

1会場/216名

;会場/216名

1会場/129名

1会場/144名

10.500円



社団法人全国老人保健施設協会

平成22年度 実地研修指定施設数

コース名 施設数

Aコース(基礎実技修得コース) 48

B=―ス(専門実技修得コース)

ル ビヽリテーション 13

認知症

リスクマネジメント

8

7

栄養・ケアマネジメント

5

4

3

2

在宅復帰・在宅支援

摂食 E廉下 (口 腔ケア)

ユニットケア

終末期ケア (ターミナルケア)

相談業務

全職員による施設運営 (MST活動 )

1

1

合計施設数 (Bコース) 51

合計施設数 (Aコース+Bコース) 99

※上記は、平成22年 6月 24日 現在




